
1 2 月 は 、「 鹿 児 島 県 下 一 斉 国 保 滞 納 整 理 強 化 月 間 」 で す 。  

知 名 町 で は 、こ の 月 間 に 合 わ せ て 下 記 の 取 り 組 み を 行 い ま す 。 

 

 

 

① 電 話 並 び に 戸 別 訪 問 に よ る 納 付 依 頼               

② 長 期 、 高 額 滞 納 者 に 対 し て の 捜 索 の 実 施  

③ 滞 納 処 分 （ 預 金 、 給 与 、 不 動 産 等 の 差 押 え ）  

④ 納 付 相 談 の 実 施  

 

国 保 税 は 、 国 保 制 度 を 支 え る 貴 重 な 財 源 で す の で 、 納 期 内 納 付 へ

の ご 理 解 ・ ご 協 力 を お 願 い し ま す 。  

 

○ 口 座 振 替 を ご 利 用 下 さ い 。  

 納 期 限 日 に 指 定 の 預 貯 金 口 座 か ら 自 動 的 に 振 替 が 出 来 ま す 。  

納 め 忘 れ や 納 付 の た め に 出 か け る 手 間 を 省 く こ と が 出 来 ま す の

で 、 ぜ ひ ご 活 用 下 さ い 。  

 

○ 滞 納 す る と ・ ・ ・  

 国 保 税 が 未 納 に な っ て お り 再 三 の 催 告 に も 応 じ て い た だ け な

い 場 合 は 、 国 保 税 の 負 担 の 公 平 性 を 確 保 す る 観 点 か ら 、 財 産 の 差

押 え な ど の 滞 納 処 分 を 行 う 場 合 が あ り ま す 。 ま た 、 特 別 な 理 由 が

な く 滞 納 が 続 く と 、 通 常 の 保 険 証 よ り 有 効 期 間 が 短 い 短 期 被 保 険

者 証 や 、 医 療 機 関 で 受 診 の 際 に 一 時 的 に 窓 口 で 全 額 自 己 負 担 （ １

０ 割 負 担 ） し て い た だ く 被 保 険 者 資 格 証 明 書 が 交 付 さ れ ま す 。  

 

○ 納 付 が 困 難 な 場 合 は 、 早 め に ご 相 談 下 さ い 。  

 災 害 、 失 業 、 病 気 な ど や む を 得 な い 事 情 に よ り 国 保 税 を 納 期 限

内 に 納 め る こ と が 出 来 な い 場 合 は 、 お 早 め に 役 場 税 務 課 へ ご 相 談

下 さ い 。  

 

 

〈 問 い 合 わ せ 先 〉 知 名 町 役 場  税 務 課  国 保 係  電 話 09 9 7 - 8 4 - 3 1 5 4  


